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事業者

労働者名簿と賃金台帳を作成して保存しましょう。ポイント⑤
⇒労働基準法第 107条、同第 108 条、同第 109 条

（５）賃金等について（ポイント⑤）

★�従業員（訪問介護員等）に対する労務管理を適切に行うために、労働者名簿と賃金台帳を作成しなければ
なりません（労働基準法第107条、同第108条）。

★�また、労働者名簿は従業員（訪問介護員等）が退職等した日から３年間、賃金台帳は最後に記入をした日か
ら３年間保存しなければなりません（労働基準法第109条）。

★�労働者名簿には、従業員（訪問介護員等）の氏名、雇入れの年月日、退職の年月日およびその事由等を記入
します（労働基準法第107条）。

★�賃金台帳には、従業員（訪問介護員等）の氏名の他、賃金の支払いに必要な情報（賃金計算期間、労働日数、
労働時間数、時間外労働時間数、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額）を記入します。賃金台帳の
記入は、賃金の支払いの都度遅滞なく行わなければなりません（労働基準法第108条）。

労　働　者　名　簿 賃　金　台　帳

記載
事項

従業員（訪問介護員等）の氏名、
雇入れの年月日、
退職の年月日およびその事由 等

従業員（訪問介護員等）の氏名、賃金計算期間、
労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、
基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額　等

保存
期間 従業員（訪問介護員等）の退職等の日から３年間 最後の記入をした日から３年間

Ｑ「労働者名簿や賃金台帳の作成に介護保険請求システムが利用できると聞きましたが、本当
ですか？」

Ａ「システムには、労働者名簿や賃金台帳に必要な項目が登録されています。原則として紙媒体
に保存するものとされていますが、電子媒体等で保存しても構いません。ただし、紙媒体以外
で保存する場合には、法定必要記載事項を具備し、かつ、事業所ごとにそれぞれ画面に表示
し、印字するための装置（プリンター等）を備え付ける等の措置を講じ、労働基準監督官の臨
検時等閲覧、提出等が必要とされるときに、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提
出することができるシステムとなっていることが要件になります。また、その必要記載事項
を具備する限り、労働者名簿と賃金台帳とあわせて作成することも認められています。」

Q&A
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事業者

短時間勤務の従業員（訪問介護員等）にも年次有給
休暇を付与しましょう。　ポイント　
⇒労働基準法第 39 条、同第 136 条

（６）年次有給休暇について

★�６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した従業員（訪問介護員等）に対しては、年次有給休暇を与
える必要があります。非正規雇用の従業員（訪問介護員等）であっても、この条件を満たしている場合は年
次有給休暇を与えなければなりません。この場合、全労働日とは、６か月（または１年）の総暦日数から、①
所定休日、②法人の都合による休業、③ストによる不就労日等を除いた日数となります。出勤率を計算す
る場合、少なくとも①業務上の傷病による休業期間、②産前産後の休業期間、③育児・介護休業期間、④有
給休暇を取得した期間は、出勤したものとして計算します。なお、継続勤務とは在籍期間を意味し、有期契
約の更新を繰り返して勤務を続けている場合も継続勤務に相当します（労働基準法第39条）。

★�短時間勤務の訪問介護員についても、６か月間継続勤務し全労働日の８割以上出勤した場合は、週所定労
働時間・週所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与する必要があります（労働基準法第39条第３項）。

年次有給休暇の日数
雇入日から起算した継続勤務期間ごとの年次有給休暇日数

週所定
労働時間

週所定
労働日数

１年間の所定
労働日数※ ６か月 １年

６か月
２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

30時間
以上

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

30時間
未満

５日以上 217日以上

４日 169日から
216日まで ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日

３日 121日から
168日まで ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10日 11日

２日 73日から
120日まで ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日 48日から
72日まで １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合。

年次有給休暇の付与の要件

••

雇入日 ６か月経過

６ か月継続勤務と
判断される場合 年次有給休暇の付与

全労働日の８割以上出勤

契
約
期
間
１
か
月

契
約
期
間
１
か
月

契
約
期
間
１
か
月

契
約
期
間
１
か
月

契
約
期
間
１
か
月

契
約
期
間
１
か
月
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（６）年次有給休暇について　つづき

間時短。んせまいてれら知と外意、はとこるきで得取を暇休給有次年もてっあで員護介問訪の務勤間時短 ★
勤務の訪問介護員を含めた訪問介護員全員に年次有給休暇の取得について周知しておきましょう。

精てしなみと勤欠を日得取暇休、りたし額減を金賃、てし対に員護介問訪たし得取を暇休給有次年、おな ★
皆勤手当や賞与を算定するなどの不利益な取り扱いをしてはいけません（労働基準法第136条）。

Ｑ「雇い入れてからまだ６か月しか経っていない場合、今後１年間の所定労働日数の算出が難
しいのですが、その場合はどうすればよいですか？」

Ａ「過去６か月の労働日数の実績を２倍して１年間の所定労働日数とみなしてかまいませ
ん。」

Ｑ「１日６時間で週４日勤務のAさんと、１日８時間で週４日勤務のＢさんが、ともに雇い入れ
てから６か月間継続勤務している場合、年次有給休暇は同じ日数となりますか？」

Ａ「いいえ。Ａさんは週の所定労働時間が24時間、Ｂさんは週の所定労働時間が32時間となり
ますので、年次有給休暇は、Ａさんが７日、Ｂさんが10日になります。」

事業者

解雇を行う場合は労働契約法を遵守しましょう。ポイント①
⇒労働契約法第 16 条、同第 17条

（７）解雇・雇止めについて（ポイント①）

しとのもたし用濫を利権、は合場いなれらめ認と当相上念通会社、き欠を由理な的理合に的観客、は雇解 ★
て無効となります（労働契約法第16条）。

契、ばれけなで合場るあが由事いな得をむや、は合場の）約契働労期有（約契働労るあのめ定の間期、たま ★
約期間中に解雇することはできません（労働契約法第17条）。期間の定めのない労働契約の場合よりも、
解雇の有効性は厳しく判断されます。

★労働契約法に定められている「客観的に合理的な理由」の他、法令上の解雇制限もあります。

労働基準法上の制限 ① 差別的取扱禁止（第３条）
② 解雇制限期間（第19条）
③ 解雇予告（第20条）
④ 産前・産後の解雇制限（第19条、第65条）
⑤ 監督機関への申告（第104条）

男女雇用機会均等法上の制限 ① 性別による差別的取扱禁止（第６条）

育児介護休業法上の解雇制限 ① 育児・介護休業取得による解雇禁止（第10条、第16条）

労働組合法上の解雇制限 ① 不当労働行為（第７条）

公益通報者保護法上の解雇制限 ① 公益通報者の保護（第３条）

労働契約法
第16条　解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用し
たものとして、無効とする。
第17条　使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間
が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。


